
別添４－１ 

 

 

発注・納入方法等に係る留意事項等 

 

 

 

１

２

本庁各課及び出先各所等ごとに納品書を提出し、検査を

受けること。

３

なお、請求書は、本庁各課ごとに作成し、各課へ直接提出するものとする。請求書に記載

する宛名は沖縄県知事（各課）宛とする。

請求書は、本庁各課及び出先各所等ごとに作成し、各課等へ直接提出す

るものとする。請求書に記載する宛名は、本庁各課は沖縄県知事（各課）宛とし、出先各所

等は当該機関の長宛とする。


